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内部統制システムの構築に関する基本方針  

 

 

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり内部統制システムの構築に関す

る基本方針を定める。  

 

１．  取締役および使用人の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するための体

制  

(1) 当社が社会的信頼と責任を果たす企業集団であるためには、全役職員が、コンプライアン

スの徹底が経営の最重要課題であることを認識し、かつ高い倫理観に基づいて職務執行し、

公正かつ透明性の高い経営体制を確立する。  

(2) 法令遵守体制の監視及び業務執行の適正の確保を目的として、取締役社長直轄の組織であ

る内部監査室を設置する。内部監査人は、法令及び当社規程等に従い各業務の執行を定期

的に監査し、その結果を代表取締役社長へ報告を行い、かつ問題のある事項については、

該当部署へ改善要請を行う。  

(3) コンプライアンス体制の整備を行い、全従業員が、法令、定款、社内規程及び社会規範を

遵守の上社会的責任を果たし企業理念を実践するように、定期的な社内教育を行うなど周

知徹底を図る。  

 

２．  取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  

(1) 取締役の職務執行に係る情報の保存管理は、法令及び社内規程等に則り適切に保存・保管

を行う。  

(2) 経営に関する重要情報は、閲覧権限の明確化と周知徹底を実施し、また、社内規程等によ

り情報漏洩の場合の責任及び懲罰について定める。  

 

３．  損失の危機の管理に関する規程その他の体制  

(1) 当社は、リスク管理規程及び事業継続プログラムにより、当社の経営に重大な影響を与え

るような事案が発生した場合は、代表取締役社長または取締役を責任者とし、損失を最小

限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。  

(2) 当社の業務執行に係るリスクに関して、予見されるリスクの分析と識別を行い、全社のリ

スクを網羅的・統括的に管理する。  

(3) 内部監査人による内部監査を定期的に実施し、その結果について代表取締役社長へ報告す

ることで、リスクの現実化を未然に防止する。また、損失の危険のある業務執行が発見さ

れた場合には、その内容について直ちに代表取締役社長に報告し、速やかな改善を促す。  

 

４．  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

(1) 定例の取締役会を毎月１回開催し、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の

決定、適切な業務執行が行える体制を確保する。  
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(2) 取締役の業務執行に関する権限及び責任は、組織規程及び職務権限規程により責任と権限

を明確化し、適正な管理水準を維持する。また、取締役は、経営計画及び事業予算の各項

目に関し、達成状況及び展開状況を管理し、業績への責任を明確にするとともに、業務効

率の向上を図る。  

 

５．  当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制  

(1) 企業集団の業務の適正性を確保するため、子会社取締役または監査役として当社の役員を

派遣し、子会社の業務運営を定常的に監督する。子会社の業務執行は、関係会社管理規程

により当社経営管理本部により管理を実施する。  

(2) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を確保するため、

子会社取締役は、重要な経営情報についてその重要性を鑑み、当社取締役会、執行役員会、

リスク等管理委員会、及びその他経営に係る重要な会議のいずれかにおいて報告する。  

(3) 内部監査室は、監査役と連携し、内部監査規程により子会社の業務運営に関する内部監査

を実施し、企業集団における業務の適正及び経営リスクの軽減を確保する。  

 

６． 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および当該使用人の取締役からの独立性に

関する事項  

(1) 監査役は監査役会規程により、必要に応じ監査役の職務を補助する使用人を置くことがで

き、この使用人の指揮権は監査役が有し、取締役の指揮命令に服さない。  

(2) 監査役の職務を補助する使用人の人事は、事前に取締役と監査役が意見交換を行い、監査

役会の同意を得て決定する。  

 

７．  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他監査役への報告に関する体制  

(1) 取締役は、当社に重大な損失を及ぼすおそれのある事項および違法または不法行為を認知

した場合は、法令に従い直ちに監査役に報告する。  

(2) 監査役は、取締役会等の業務執行の重要な会議に出席し、重要事項や損害を及ぼす恐れの

ある事実のほか、会議の決定事項、内部監査の実施状況等の報告を受け意見を述べるとと

もに、主要な稟議書を閲覧する。  

(3) 監査役は内部統制システムの構築状況及び運用状況についての報告を取締役、内部監査人

及び使用人から定期的に受けるほか、必要と判断した事項については説明を求めることが

できる。  

(4) 監査役監査の実効性を確保するための体制として、取締役及び使用人（子会社取締役及び

使用人を含む）が監査役に報告したことにより当該事項を理由として不利な取扱いを受け

ないことを確保する。さらに、監査役の職務の遂行において生ずる費用の前払い、償還の

手続き及びその他の当該職務の遂行において生ずる費用、債務の処理に係る事項を整備す

る。  
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８．  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  

(1) 監査役は、会社の業務および財産の状況の調査その他の監査業務の遂行にあたり、内部監

査室と緊密な連携を保ち、効率的・実効的な監査を実施する。  

(2) 監査役は、会計監査人と定期的な会合、往査への立合いのほか、会計監査人に対し監査の

実施経過について適時報告を求める等、監査人と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施

する。  

(3) 監査役は、取締役社長と定期的に会合を持ち、会社の課題、取り巻くリスク及び監査上の

課題等について意見交換を行い、相互認識と信頼関係を確保する。  

 

９．  財務報告の信頼性確保のための体制  

(1) 財務報告の信頼性の確保および適正な財務諸表を作成するため、取締役会において財務報

告に係る運用基本方針を定める。  

(2) 財務報告の信頼性と適正性を確保するため関係諸法令に基づき、財務報告に係る内部統制

システムを整備し、その維持・改善に努める。  

 

10．  反社会的勢力の排除に関する体制  

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本方針により、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与え

る反社会的勢力に対し、組織的な対応と毅然とした姿勢で臨み、不当要求等を拒否し、反

社会的勢力と関係を一切持たない。  

(2) 平素より外部専門機関等の情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門

家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処する。  

(3) この基本方針を役員および従業員全員に周知徹底し、反社会的勢力との接触を事前に防止

できる体制を構築する。  

 

 

【附  則】  

施行日  2018 年 12 月  5 日  

制定日  2013 年 10 月  8 日  

改定日  2016 年 12 月 26 日  

改定日  2018 年  3 月 15 日  

改定日  2018 年 12 月  5 日  

 


